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原子力政策大綱「原子力研究開発の推進」に関する評価の 

進め方について（案） 

 

１．原子力政策大綱に示している評価についての基本的考え方 

原子力委員会は、関係行政機関の政策評価の結果とそれに対する国民意見

を踏まえつつ、自ら定めた政策の妥当性を定期的に評価し、その結果を国民

に説明していくこととしている。 

 

２．評価の対象 

評価の対象は、原子力政策大綱第４章「原子力研究開発の推進」（別紙）で

示された政策分野とする。 

 

３．政策を評価する観点 

原子力政策大綱に定められた政策の進展状況及び関係行政機関等の取組状

況を把握し、十分に成果を上げているか、あるいは政策の目標を達成し得る

見通しがあるかを検討し、これらの検討作業に基づき、原子力政策大綱に示

された原子力政策の妥当性を評価する。 

 

４．評価方法 

以下の作業によって評価結果を取りまとめる。 

（１）原子力政策の進展状況及び関係行政機関等の取組状況の把握 

（２）取組状況を踏まえた評価についての議論 

（３）「ご意見を聴く会」の開催による国民への説明及び意見聴取 

（４）報告書（案）に対する国民からの意見募集 

 

 

 

※参考１「原子力の研究、開発及び利用に関する政策評価実施要領」 

（平成１８年４月１１日原子力委員会決定） 

 

資料第１－３号



 2

原子力の研究、開発及び利用に関する政策評価実施要領 

 

平成１８年４月１１日 

原子力委員会決定 

 

１．要領の目的 

 原子力政策大綱において、「原子力の研究、開発及び利用の基本的目標を達成するために

国が行う施策は、公共の福祉の増進の観点から最も効果的で効率的でなければならない。」

としており、国及び独立行政法人に対して、その活動について多面的かつ定量的な評価を

継続的に実施し、改善に努め、国民に説明していくことを求めている。また、原子力委員

会も「関係行政機関の原子力に関する施策の実施状況を適時適切に把握し、関係行政機関

の政策評価の結果とそれに対する国民意見を踏まえつつ、自ら定めた今後１０年程度の期

間をひとつの目安とする原子力の研究、開発及び利用に関する政策の妥当性を定期的に評

価し、その結果を国民に説明していくこととする。」としている。これに基づき、原子力委

員会の行う評価の実施に係る細目を定める。 

 

２．評価方法 

原子力政策を適切な政策分野に区分し、その政策分野毎に順次評価を行う。評価結果の

とりまとめにあたっては、関係者（市民／ＮＧＯを含む）からの意見聴取、国民への説明

会及び意見聴取、国民からの意見募集を行うこととする。 

 

３．評価の観点 

 原子力政策大綱に定められた政策の進展状況及び関係行政機関の取組状況を把握し、十

分に成果を上げているか、あるいは政策の目標を達成しうる見通しがあるかを検討し、こ

れの検討作業に基づき、原子力政策の妥当性を評価する。 

 

４．評価結果のとりまとめ 

 評価結果のとりまとめには、当該分野について、原子力政策大綱における考え方、政

策の進展状況及び関係行政機関の取組み状況、政策の妥当性の評価及び今後の進め方に

関する提言を含むものとする。 

 

参考１



原子力政策大綱（原子力研究開発関係部分抜粋） 

 

 

第１章 原子力の研究、開発及び利用に関する取組における共通理念 

 

１－２．現状認識 

１－２－１０．原子力研究開発 

原子力が今後とも長期間にわたって競争力のある安定的なエネルギー源であ

り続けるためには、当面の課題に対応するだけでなく、既存の技術システムに

置き換わる革新的な技術システムの実用化への努力も重要であり、計画期間の

異なる研究開発活動が並行して進められる必要がある。すなわち、原子力発電

について国際的に優れた運転成績に比肩できるレベルを達成するために、既存

設備の高経年化技術、定期検査の柔軟化に対応できる検査技術及び、出力増強

を実現するための安全評価技術の高度化等の技術やシステムの改良・改善をも

たらす研究開発が重要である。また、既存システムを置き換え、あるいは新し

い市場を開発できる技術を準備するとの観点から、将来において他のエネルギ

ー技術に対して競争力のある高速増殖炉サイクル技術などの次世代原子力発電

技術や、原子力による水素製造技術などの革新技術の実用化を目指す研究開発

も継続的に実施されることが重要である。 

国民に身近で広範な分野において利用が進んでいる放射線利用技術について

も同様に、既存技術の改良努力のみならず、これらを置き換え、あるいは新市

場を開拓できる可能性がある革新技術の開発努力も並行して続けられるべきで

ある。 

さらに、原子力の研究、開発及び利用に関する技術基盤を維持・発展させ、

原子力の安全確保のための知的基盤を整備する役割を果たしている基礎・基盤

研究は、新しい技術概念の原理を実証して技術革新にシーズを提供するととも

に、人類共通の財産である新しい知識の獲得にも貢献していること、また、こ

うした技術開発を支える加速器や研究用原子炉といった大型研究開発施設は、

ライフサイエンスやナノテクノロジー・材料等の分野に対しても、欠くことの

できない研究手段を提供してきていることにも留意する必要がある。 

このような原子力研究開発、とりわけ国が行うものについては、その総合性の

ゆえに、民間の技術水準の維持・向上や、我が国産業の国際競争力にも影響を

及ぼし、その有用性が高い。しかしながら、近年の厳しい財政事情の中、科学

技術関係予算の重点分野への配分、特殊法人等改革等が相まって、国の原子力

研究開発に係る予算額は減少している。そこで、２００５年１０月に、日本原

子力研究所と核燃料サイクル開発機構の統合により、日本原子力研究開発機構

（別紙） 



が発足したことを一つの契機として、今後の原子力研究開発の取組に当たって

は、継続的取組の重要性は認識しつつも、エネルギー政策、科学技術政策との

整合性、補完性に留意し、有効性・費用対効果の検証等を行うことにより、効

果的、効率的に選択と集中を図っていくことが重要となっている。 

 

 

第４章 原子力研究開発の推進 

 

４－１．原子力研究開発の進め方 

原子力発電を基幹電源として維持していくことには大きな公益があるが、こ

れを可能にするためには、核燃料サイクルを含めた既存技術の安全性、信頼性、

経済性、供給安定性、環境適合性等を絶えず改良・改善していくとともに、次

世代の供給を担うことのできる競争力のある革新技術の研究開発を実施してい

く必要がある。放射線利用の分野においても、放射線の発生から利用までの至

るところで様々な改良や革新の可能性が提起されており、その実現は学術の進

歩や産業の振興をもたらすので、今後とも多様な研究開発を進めていくことが

適切である。また、これらの原子力開発利用の技術に関する基盤を維持し新た

な概念を生み出していく基礎的・基盤的な研究開発活動は、今後とも継続して

いくべきである。なお、原子力技術は国際場裡においてはどの国を起源とする

技術かが厳格に追求され、自国産の技術でないと国際展開等に不都合を生じる

ことも少なくないために、他の分野に比べ、我が国の独自技術を保有すること

を目指した研究開発を推進する重要性が高い。 

さらに、原子力研究開発は、その総合性のゆえに、研究開発手段である大型

研究開発施設等が他の科学技術分野に有力な研究手段を提供する一方、長期的

視点に立った実現時期がかなり遠い将来と考えられる技術の探索的な研究から

実用技術の改良・改善という短期的視点に立った研究開発まで、様々な段階に

ある研究開発課題に並行して取り組むことによって、その波及効果として様々

な技術革新のシーズを提供してきている。 

以上の諸点を踏まえれば、原子力研究開発は、今後とも、１）基礎的・基盤

的な研究開発、２）革新的な技術概念に基づく技術システムの実現可能性を探

索する研究開発、３）革新的な技術システムを実用化候補にまで発展させる研

究開発、４）革新技術システムを実用化するための研究開発、５）既に実用化

された技術を改良・改善するための研究開発 という異なる段階にある研究開

発課題に対する取組を並行して進めていくことが適切である。 

ただし、原子力研究開発には、実用化に至るまで長期の期間を要するため実

用化の不確実性が大きく、民間が単独で行うにはリスクが大きすぎることや放



射性物質を取り扱える研究開発施設が必要であること等の特徴がある。したが

って、原子力の社会に対する貢献や寄与を継続・拡大していくためには、国あ

るいは研究開発機関が、革新的な技術システムを実用化候補にまで発展させる

段階までを中心に、他の科学技術分野に比べてより大きな役割を果たしていく

必要がある。その場合であっても、国の活動は、公益の観点から期待される成

果を明確にし、効果的かつ効率的に進められるべきである。したがって、国は、

上の取組について、一定期間のうちに予想される成果と課題、その実用化時期

における予測される環境条件を踏まえて実施される多面的な評価結果に基づく

投資の費用対効果、研究開発の段階に応じた官民の役割分担と資源配分のあり

方、国際協力の効果的活用の可能性等を総合的に評価・検討して、「選択と集中」

の考え方に基づいて研究開発資源の効果的かつ効率的な配分を行っていくべき

である。 

また、国の研究開発投資の配分の検討に当たっては、大型の研究開発施設等が

他の科学技術分野に有力な研究手段を提供する等、原子力研究開発が我が国の

科学技術活動全般に果たしている機能についても評価し、この点も適切に考慮

されることが望ましい。 

 

４－１－１．基礎的・基盤的な研究開発 

基礎的・基盤的な研究開発活動は、我が国の原子力利用を分野横断的に支え、

その技術基盤を高い水準に維持したり、新しい知識や技術概念を獲得・創出す

る目的で行われ、研究者・技術者の養成にも寄与するところが大きい。したが

って、この段階の研究開発は、国や研究開発機関、大学によって、国際協力を

効果的に活用しつつ、主体的に推進されるべきである。 

原子力安全研究は、原子力利用の大前提である安全の確保に直結し、全ての

原子力の研究、開発及び利用に関する活動の基盤となるので、原子力安全委員

会の定める「原子力の重点安全研究計画」を踏まえて着実に進める必要がある。 

その他の基礎的・基盤的な研究開発の主要な活動には、核工学、炉工学、材

料工学、原子力シミュレーション工学等原子力の共通基盤技術の研究や保障措

置技術、量子ビームテクノロジー、再処理の経済性の飛躍的向上を目指す技術

や放射性廃棄物中の長寿命核種の短寿命化等による放射性廃棄物処理・処分の

負担軽減に貢献する分離変換技術の研究開発等がある。ＲＩ等を利用した放射

線利用研究や量子ビームテクノロジーに関しては、革新技術の探索や新しい利

用分野を開拓する研究、原子力以外の広範な分野での利用を開発する研究等を

着実に推進することが必要である。核燃料サイクルの推進等において将来の社

会情勢の変化等に柔軟に対応できる技術的選択肢を確保するための基礎的な調

査研究も、国は適宜に推進するべきである。 



国は、この段階で生まれた新しい知識や技術概念を適切に評価して、革新的

な技術システムの実現を目指す活動の対象とするかどうかを判断していくべき

である。 

 

４－１－２．革新的な技術概念に基づく技術システムの実現可能性を探索する

研究開発 

基礎的・基盤的な研究開発で生まれた革新的技術概念に基づく技術システム

の実現可能性を探索するための研究開発については、国はその実用化に至るま

でに要する費用との関係において予想される実用化に伴う公益の大きさに応じ

て取組のあり方を定めるべきである。 

この考え方に基づいて進められてきている、第三段階核融合研究開発基本計画

に基づくＩＴＥＲ計画をはじめとする核融合エネルギーを取り出す技術システ

ムの研究開発、高温の熱源や経済性に優れた発電手段となり得る高温ガス炉と

これによる水素製造技術の研究開発等については、今後とも技術概念や基盤技

術の成熟度等を考慮しつつ長期的視野に立って必要な取組を決め、推進してい

くことが重要である。その際、シミュレーション技術の高度化等による、大規

模な技術システム開発の効率化も考慮する必要がある。また、量子ビームテク

ノロジーについても、小型加速器がん治療システム等革新的技術概念に基づく

技術システムの開発に同様の考え方で取り組むべきである。 

 

４－１－３．革新的な技術システムを実用化候補まで発展させる研究開発 

原子力利用や広範な科学技術分野に革新をもたらす可能性が大きい革新技術

システムを、実用化の候補にまで発展させるための研究開発については、国及

び研究開発機関が、産業界とロードマップ等を共有し、大学や産業界の協力・

協働を得つつ、主体的に取り組むべきである。この場合、段階的な計画として

取り組み、段階を進める際には国が成果と計画の評価を行い、実施すべき研究

開発を重点化して進めることが肝要である。さらに、産業界が実用化の対象と

して選択できる環境を整えるために、研究開発政策と産業政策を担当する関係

行政機関が政策連携を進めることも重要である。 

この段階にある取組の最大のものは高速増殖炉サイクル技術の研究開発であ

る。高速増殖炉サイクル技術は、長期的なエネルギー安定供給や放射性廃棄物

の潜在的有害度の低減に貢献できる可能性を有することから、これまでの経験

からの教訓を十分に踏まえつつ、その実用化に向けた研究開発を、日本原子力

研究開発機構を中核として着実に推進するべきである。具体的には、研究開発

の場の中核と位置付けられる「もんじゅ」の運転を早期に再開し、１０年程度

以内を目途に「発電プラントとしての信頼性の実証」と「運転経験を通じたナ



トリウム取扱技術の確立」という所期の目的を達成することに優先して取り組

むべきである。その後、「もんじゅ」はその発生する高速中性子を研究開発に提

供できることを踏まえ、燃料製造及び再処理技術開発活動と連携して、高速増

殖炉の実用化に向けた研究開発等の場として活用・利用することが期待される。

その具体的な活動の内容については、その段階までの運転実績や「実用化戦略

調査研究」の成果を評価しつつ計画されるべきである。これらの活動には国際

協力を活用することが重要であるから、「もんじゅ」及びその周辺施設を国際的

な研究開発協力の拠点として整備し、国内外に開かれた研究開発を実施し、そ

の成果を国内外に発信していくべきである。 

また、日本原子力研究開発機構は、「もんじゅ」等の成果も踏まえ、高速増殖

炉サイクルの適切な実用化像とそこに至るまでの研究開発計画を２０１５年頃

に提示することを目的に、電気事業者とともに、電力中央研究所、製造事業者、

大学等の協力を得つつ「実用化戦略調査研究」を実施している。その途中段階

での取りまとめであるフェーズⅡの成果は２００５年度末に取りまとめられ、

国がその成果を評価して方針を提示することとしており、その後もその方針に

沿って研究開発を的確に進めるべきである。その際、第四世代原子力システム

に関する国際フォーラムにおけるこの分野の成果を取り入れることも重要であ

る。 

また、日本原子力研究開発機構は、「常陽」を始めとする国内外の研究開発施

設を活用し、海外の優れた研究者の参加を求めて、高速増殖炉サイクル技術の

裾野の広い研究開発も行うものとする。電力中央研究所、大学、製造事業者等

においても、これらに連携して研究開発を実施することを期待する。 

国は、これらの進捗状況等を適宜評価して、柔軟性のある戦略的な研究開発

の方針を国民に提示していくべきである。特に、「実用化戦略調査研究」の取り

まとめを受け、高速増殖炉サイクルの適切な実用化像と２０５０年頃からの商

業ベースでの導入に至るまでの段階的な研究開発計画について２０１５年頃か

ら国としての検討を行うことを念頭に、実用化戦略調査研究フェーズⅡの成果

を速やかに評価して、その後の研究開発の方針を提示するものとする。なお、

実用化に向けた次の段階の取組に位置付けられるべき実証炉については、これ

らの研究開発の過程で得られる種々の成果等を十分に評価した上で、具体的計

画の決定を行うことが適切である。 

 

４－１－４．革新技術システムを実用化するための研究開発 

実用化候補技術システムの中から対象を選んで実用化するために計画・実施

される研究開発は、原則としてそのシステムによる事業を行う産業界が自ら資

源を投じて実施するべきである。国は、その技術システムの実用化が原子力に



期待される公益の観点から重要と考えられる場合等に限って、その費用対効果

を適宜適切に評価し、支援等を行うべきである。 

この段階の主要な取組としては、放射性廃棄物処分技術や改良型軽水炉技術、

軽水炉の全炉心ＭＯＸ利用技術等がある。日本原子力研究開発機構においては、

六ヶ所再処理工場への必要な技術支援を継続する。六ヶ所再処理工場に続く再

処理工場に向けての技術開発のあり方については、六ヶ所再処理工場の運転実

績、高速増殖炉及び再処理にかかる研究開発の進捗状況等を踏まえて処理の方

策が明らかにされることを受けつつ、関係者間で検討を進める。これらのうち、

高燃焼度燃料や軽水炉使用済ＭＯＸ燃料の実証試験等については、日本原子力

研究開発機構が、六ヶ所再処理工場及び六ヶ所再処理工場に続く再処理工場に

係る技術的課題の提示を受けた上で実施する。また、改良型軽水炉技術の開発

においても、日本原子力研究開発機構の有する技術ポテンシャル、安全性試験

装置等を効果的に活用することが効率的である。 

放射線利用分野におけるこの段階の研究開発は、産業界が前段階までに蓄積

した知見を効果的に活用して推進することが多くの場合に有効であるから、そ

うした知見が周知されるよう、技術移転及び産学官の連携・協働を一層推進す

るべきである。 

 

４－１－５．既に実用化された技術を改良・改善するための研究開発 

既に実用化された技術を改良・改善する研究開発は事業者が自ら資源を投じ

て実施すべきである。ただし、その成果が多くの事業者間で共有されることが

望ましい場合や、その研究開発の成功が公益に資するところが大きい場合等に

は、国が、その内容を適宜適切に評価しつつ、共同開発の仕組み等を整備して、

これを支援・誘導することが妥当である。なお、今後、原子力発電所の新規建

設の停滞が続くことが予想され、産業界に築き上げられてきた技術基盤の維持

に懸念が生じているが、このような技術開発の推進は、この技術基盤の維持に

貢献することにも留意する必要がある。 

この段階の主要な活動としては、既存軽水炉技術の高度化、遠心法ウラン濃

縮技術の高度化、我が国初の民間ＭＯＸ燃料加工工場へ適用するＭＯＸ燃料加

工技術の確証、高レベル放射性廃液のガラス固化技術の高度化を図るための技

術開発等がある。 

 

４－２．大型研究開発施設 

原子力研究開発を進めるに当たって、加速器や原子炉等比較的大規模な研究

施設の建設を必要とする場合がある。こうして建設された大型の研究開発施設

については、科学技術活動の広い分野において重要な役割を果たし、この有効



利用に基づき、その施設を中心として科学技術のＣＯＥ（センター・オブ・エ

クセレンス）を形成することが可能である。国は、こうした性格を有する施設

の計画については、当該施設の主な目的である、これを用いた研究開発の最終

成果の利益の大きさのみならず、当該施設が他分野にもたらす研究水準の飛躍

的向上といった外部性についても評価を行って、その建設の可否を決定してい

くべきである。 

また、こうした施設が建設される場合、国は、これが多くのユーザに開放さ

れるべきものとして、設置する研究開発機関に対して、関連する研究者コミュ

ニティはもとより、事業者、施設・設備が整備される地方公共団体とも連携・

協力して、それを利活用するユーザの利便性の向上や、様々な研究分野のユー

ザが新しい利用・応用方法を拓きやすい環境を整備することを求めていくべき

である。ただし、こうした研究開発施設・設備の利用に当たっては、受益者が、

その成果が広く国民に還元される場合を除き、原則として応分の費用を負担す

るべきである。 

 

４－３．知識・情報基盤の整備 

遠心法ウラン濃縮技術、ＭＯＸ燃料加工技術、再処理技術、放射性廃棄物処

理・処分技術等、特に民間が技術移転を求めている国の研究開発や民間が国か

ら技術移転を受けて実施している研究開発については、産学官の役割分担を踏

まえつつ柔軟な実施体制で推進されることが重要である。知識・技術の移転に

は人の移転のみならず、ノウハウの移転のために研究開発施設や設備の民間に

よる利用も重要であることを踏まえて、知的財産を適切に管理しつつ、効果的、

効率的な技術移転システム等を構築することが必要である。 

また、こうした研究開発の成果として得られる技術の実用化や、これまでに

得られた知識・経験を次代において積極的に活用するためには、組織内部ある

いは組織間で知識・技術を体系的に管理して、円滑に継承することや、移転す

ることが必要である。したがって、研究開発機関や研究者、技術者は、実用化

に向けた努力の早い段階から産学官相互の知的連携が図られるよう研究開発活

動の相互乗り入れや相互学習のためのネットワークの整備を心がけ、さらには

これらを通じ世代を超えた知的財産管理の取組を推進していくべきである。 

さらに、我が国の研究開発活動に知識の国際ネットワークの利用も有用である

ことに鑑み、国内外の人材の流動性の向上、研究データや関連情報の発信等の

ための基盤整備を進める等、多面的かつ国際的ネットワークも構築・整備して

いくべきである。 

 

 



４－４．日本原子力研究開発機構の発足と原子力研究開発 

２００５年１０月発足の日本原子力研究開発機構においては、原子力基本法

に定められる唯一の原子力研究開発機関として、国際的な中核的拠点となるこ

とを期待する。具体的には、基礎・基盤研究とプロジェクト研究開発との連携、

融合を図り、多様で幅広い選択肢を視野に入れ、柔軟性と迅速性を有した研究

開発を推進する。また、研究開発成果の普及や活用の促進、施設の供用、人材

育成、国際協力・核不拡散への貢献、原子力安全研究の実施等国の政策に対す

る技術的な支援等を通じて、我が国の原子力研究開発活動に寄与することが求

められる。 

 


